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このことについて，佐賀市立小・中学校の管理運営に関する規則に基づき下記のとおり届出します。 

 

記 

１．学校の教育目標 

【学校教育目標】「  We love KAWASOE!  

自他を大切にし 志をもって 主体的に学び活動する 生徒の育成 」 

   

日本国憲法・教育基本法・学校教育法の精神に則り，佐賀県及び佐賀市の教育方針に基づき，新しい 

知識・情報・技術が飛躍的に重要性を増す「知識基盤社会」の時代に対応できる資質・能力を養い，生きる 

力を育成する。「豊かな心」と「確かな学力」を重点目標とし，個性と感性を磨き，心身ともに健康で 

「知・徳・体（確かな学力・豊かな心・健やかな体）」の調和のとれた生徒の育成をめざす。 

 

【校    訓】 ●鍛錬 ●友愛 ●創造 

 

【めざす生徒像】 

 ①自他を大切にし，協調性豊かな生徒 

 ②将来の夢や目標（志）をもち，主体的に学び活動する生徒 

 ③ふるさとに貢献する生徒 

 

生徒行動目標  We Love Kawasoe！  めざせ ＡＫＴＢ 

Ａ … 明るく笑顔であいさつを …いつでも どこでも だれにでも… 

Ｋ … 校舎ピカピカ  心もピカピカ  …自問清掃… 

Ｔ … Ｔｉｍｅ  時間を守り  やるべき事を全力で  …2分前行動… 

Ｂ … 勉強は目標を立て計画的に  …継続は力なり… 

 

【めざす学校像・教師像】 

① 教育愛を基盤とし，『チーム川副中』として組織的・計画的に学校教育目標の実現をめざす学校 

② 教職員の意識改革と資質・能力の向上に努め，教育効果を追求する学校 

③ 学校情報を公開し，生徒・保護者・地域とつながり，信頼される学校 

④ 自己研鑽に努め，指導力・職務遂行能力を向上させ，豊かな人間性の向上に努める教職員 

⑤ 人権感覚を磨き，生徒理解を深め，自他を大切にする教職員 

 



【基 本 方 針】 

① 「豊かな心」を育み，「確かな学力」を身につけさせ，主体的に学び活動する生徒を育成する。 

② 「知（確かな学力）・徳（豊かな心）・体（健やかな体）」の調和のとれた生徒を育成する。 

③ 教職員の意識改革と自己研鑽を推進し，指導力と職務遂行能力，豊かな人間性の向上を図る。 

④ 安全で安心して学べる環境を確保し，生徒・保護者・地域から信頼され満足される学校をつくる。 

 

２．本校の教育の特色 

川副中学校は，有明海の豊かな自然に恵まれた川副町にある唯一の中学校で，校区には４つの小学校がある。 

郷土の偉人佐野常民氏が唱えた『博愛の精神』を受け継ぎ，青少年赤十字に加盟し，生徒会が主体となったボラ

ンティア活動を推進している。学校内外の清掃活動やあいさつ運動，花いっぱい運動，老人ホーム訪問等，市民性

を育む取り組みにつなげている。 

 朝の会の前には，黙想して正しい姿勢で一日を見通す「立腰」を行う。その後，朝の「一斉読書」を行い，落ち着い

た学校生活がスタートできるようにしている。豊かな感性を育むため，月に１回，地域の方による「読み聞かせ」も 1，

2 年生で実施している。 

学習面では，授業中は落ち着いた雰囲気であり，少人数ＴＴや達成度に応じた学習課題の設定等，生徒一人一人

の学力向上のため，指導方法の工夫を行っている。しかし，家庭学習は依然として課題であり，内容や時間，計画的

な学習の取り組み等の改善を図ってきた。どの学年も経年比での向上は見られるが，各教科の基礎・基本が十分に

身についていない生徒も多く，放課後の個別指導や個に応じた学習課題の設定等，個々の生徒の学力向上に向け

た支援を行っている。今後も，小中連携のもと児童生徒の実態を把握し，学力向上に関する研究と実践を継続して

いく。 

生活面では，生徒会の行動目標「Ａ・Ｋ・Ｔ・Ｂ」が定着しており，特に自問清掃には全校で取り組むことができてい

る。また，自分から挨拶をすること，時間を守ること，自分で目標を決めて学習や活動をすること等についても意識で

きるようになってきた。 

令和２年度には防災教育の研究指定を受けた。関係機関の協力のもと学校全体で取り組んだため，防災につい

ての意識が向上した。今の時代に必要不可欠な学びと考え，今年度以降も継続して取り組む。今年度から全面実施

の新学習指導要領で強調されている『持続可能な社会の形成者』を育てるために，ＳＤＧｓについての学習も実施し，

防災・ＳＤＧｓ・地域・各教科をつなげたカリキュラムをマネジメントする。 

 キャリア教育にも力を入れており，キャリアプランニングの視点から，生徒自らが自分の進路について真剣に考え

進路選択ができるように，全学年で計画的に推進している。地域や企業と連携した体験活動やマナー検定，キャリア

プランニング発表会等，積極的に推進している。 

 課外活動は盛んであり，部活動や社会体育に熱心に取り組む生徒が多く，九州・全国規模の大会やコンクールに

出場・出品する部活動もある。部活動は，高い目標を設定し，その達成のために自分を「鍛錬」できる場であり，励ま

し合い，支え合うことで仲間との絆（「友愛」）を深めることができ，日々の努力が新たな自分の「創造」へつながると捉

えている。結果も大切であるが，成長の過程を重視し，日々の活動が充実したものとなるように支援・指導している。 

 発達障害の可能性がある生徒や生徒指導上の課題を抱える生徒，様々な理由で不登校傾向にある生徒等，個別

の支援を要する生徒は多数在籍している。県及び市教育委員会の指導・支援を受け，また，関係機関と連携しなが

ら，一人一人の実態に応じた指導を継続していく。 

 ＰＴＡ活動も活発であり（令和 2 年度はコロナ対策のため活動できなかった），学校行事や部活動への支援だけでな

く，朝のあいさつ運動への参加等，日頃から学校との連携をとった支援体制ができている。 

 

 



３．教育計画 

（１）本年度の教育の重点 

①確かな学力の育成 

・基礎・基本を定着させるための取り組みの継続と徹底 

・主体的・対話的で深い学びにつながる授業づくり 

・特別支援教育の充実により，個に応じた学びの工夫 

②いのちを守る教育の充実 

・「誰一人取り残さない」SDGｓの理念を基本とする 

・防災教育×SDGｓ×地域×各教科 のカリキュラムマネジメント 

③自他を大切にする教育の充実 

人権･同和教育，道徳教育，特別活動等の充実により，自分を大切にするとともに，他者に配慮し 

思いやりをもって接することのできる生徒の育成 

（２）佐賀市の特色ある取組について 

①幼保小中連携の取組 

・４小学校１中学校，施設分離型で，小中連携を効果的に行うために，重点を明確にする。 

・５小中学校が教育目標を共有し組織的，系統的に取り組み，義務教育９年間の連続性のある教育実践を推進 

する。 

・小学校間において横断的であり，小中間で連続的である教育実践を重点的に推進する。 

・児童生徒の学習面や生活面の特性と指導・支援後の変容を客観的に把握し，成長の連続性を踏まえ分析，実践， 

検証する具体的な取り組みを推進する。 

・大規模・施設分離型連携であるという前提から，一定の条件のもとで児童生徒の交流や授業の交流等を効果的に 

推進する。〔授業参観・出前授業（教師）・中学体験授業（小学６年生）〕 

・各小･中学校の教育課程に位置付けられた小中連携事業を重点的に推進し充実を図ることで，施設分離型連携に

おける横断的，連続的な連携を実現する。〔すきるアップテストによる学力向上対策〕 

・５小中学校の情報交流を充実することで，横断的，連続的な連携の円滑な推進を図る。 

・小･中連携を継続的・発展的に推進する組織体制を構築するために校長会で方針を策定する。 

・運営委員会は，校長会の方針を受け，具体的な取り組みについて協議・立案する。 

・小･中連携で得られる効果を学校と児童生徒及び保護者が実感する教育実践をめざす。 

②「いじめ・いのちを考える日」の取組 

・毎月１日の『いじめ・いのちを考える日』に合わせて，生活アンケートを実施する。アンケートは，生徒たちの日常の 

出来事や思いについて問う内容となっており，その結果をもとにチーム体制で問題行動・いじめの未然防止や早期 

発見・早期解決を行う。 

・６月～２月の月１回程度，SSE（ソーシャルスキル・エデュケーション）の時間をとり，全校一斉方式で日常生活に起 

こりうるコミュニケーショントラブルに関する好ましいモデリングと好ましくないモデリングを見て，「絆つくり」を目的と 

したソーシャルスキルを実施する。 

・毎学期に一度，道徳の授業において，いのちを大切にすることや人との関わり方等について，内容項目を合わせた 

授業を全学級で実施する。 



・毎学期の始業式・生徒集会（総会）後，生徒会役員の呼びかけにより「佐賀市いじめゼロ宣言」を生徒・職員でとも 

に唱和を行い，いじめのない学校づくりへの意識を高める。 

・夏休みには，「青少年健全育成標語」と「人権作文」の作成に取り組み，事前学習と作品制作により，人権について 

考える機会を設定する。 

・夏休み期間の全校登校日，生徒会の主催で平和集会を行い，平和や命の尊さを考え，全校生徒で平和宣言を行 

う。また，秋の２・３年の修学旅行においても平和集会を行う。 

・毎月の自転車点検，毎学期の集会での説話等，いのちの大切さについて考える時間を設定する。 

・学校・学級への不適応，不登校，いじめ被害の可能性が高い生徒を早期に発見できる可能性をもっている「ハイパ 

ーＱＵテスト」を年２回実施し，結果を活かして学級づくりや生徒支援を行う。 

 

③市民性を育む取組 

・ボランティア活動を計画的に実施する。 
・１年生では，地域の河川や道路の清掃活動を行う。 

・２年生では，職場体験において，地域の方だけでなく様々な方とのふれあいを重視する活動を取り入れ，社会の 

一員としての自覚をもたせる。 

・３年生では，部活動や生徒会活動を通して，地域の河川や道路の清掃活動を行う。身近な環境美化に取り組み， 

社会の一員としての自覚をもたせる。 

 

④「土曜授業」の取組 

・土曜授業として，３時間×３日＝９時間を設定する。 

・中学生予防教育事業（１年～３年・保護者）に各学年１時間を活用する。 

・フリー参観デーを生かして，ふれあい道徳を実施する。 

・学力向上のため，９時間を活用する。 

 

 

 

 

     

                             

（３）指導の重点７項目 

①「いのち」を守る教育の充実（安心・安全な学校づくり） 

・安全，防災指導 

○日常生活全般における安全確保に必要な事項を実践的に理解し，自他の生命尊重を基盤として，生涯を通じて 

安全な生活基盤を養わせる。 

○進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるよう，安全に関する資質・能力を育成させる。 

【知識・技能】 

・様々な自然災害や事件・事故等の危険性，安全で安心な社会づくりの意義を理解し，安全な生活を実現させる

ために必要な知識や技能を身につけさせる。 

 ９月４日（土）  

１ 授業（１年生は予防教育講演会） 

２ 授業（２年生は予防教育講演会） 

３ 授業（３年生は予防教育講演会） 

 

１０月２日（土）  

１ 授業  

２ 授業 

３ 授業  

１２月４日（土）  

１ 授業  

２ 授業 

３ 授業  



【思考力・判断力・表現力等】 

・自らの安全の状況を適切に評価するとともに，必要な情報を収集し，安全な生活を実現するために何が必要か

を考え，適切に意思決定し，行動するために必要な力を身につけさせる。 

【学びに向かう力・人間性等】 

・安全に関する様々な課題に関心を持ち，主体的に自他の安全な生活を実現しようとしたり，安全で安心な社会

づくりに貢献しようとしたりする態度を身につけさせる。 

 

②主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善（学力向上） 

【主体的な学び】 

・学ぶことへの興味や関心をもたせるために，生徒の実態（実生活・実社会）に即した学習課題や学習活動

を設定する。 

・単元や 1 時間ごとの見通しをもたせ，課題の解決に向けて粘り強く取り組ませる。 

・単元や 1 時間ごとの学習課題に対して適切に振り返らせ，次の学習や他の教科等，実社会・実生活に繋げる。 

 【対話的な学び】 

・自分の考えをもたせたうえで，生徒同士や教職員等，生徒の関わる人々と意見交換をさせたり，書籍等

を通したりして，自分の考えを広げたり深めたりさせる。 

 【深い学び】 

 ・「主体的」「対話的」な学びを通して，集めた情報を比較したり関連付けたりさせながら自らの考えを形成させた

り，目的や場面に応じて自分の考えを伝え合わせて，集団としての考えを形成させたりする。 

③特別支援教育の充実 

・発達障害等さまざまな障害についての理解を深め，個に応じた支援を連携して行うために，全職員に対して特別支

援教育についての研修や啓発を行い，特別支援教育に対する意識を高める。 

・必要な支援を行うための職員体制を構築する。 

・生徒指導，教育相談，人権・同和教育担当と常に連携をとりながら支援を行う。 

・生徒指導協議会，学年部会，特別支援部会において支援の必要な生徒についての情報交換を行い，支援方法に

ついての共通理解を図る。 

・校内委員会を定期的に，必要に応じては随時開催する。 

・児童相談所，特別支援学校，障害福祉課等校外の機関との連携を図る。 

・保護者や地域に対してインクルーシブ教育の啓蒙を行う。 

④生徒指導の充実 

○基本的な生活習慣の確立 

・立腰や朝読書に取り組むことで，朝の落ち着いた環境を設定し，場に応じた行動と正しい判断ができる生徒を育成

する。 

・２分前着席・１分前予習に取り組み，自主的に学習に取り組む生徒を育成する。 

○規範意識の育成 

・学校や学級，部活動の規則が，なぜ必要なのかを理解させ主体的に学び活動する生徒を育成する。 

・学校の生徒指導方針に基づいて，地域，家庭，学校が一貫した指導を行う。 

○教育相談体制の充実 

・よりよい人間関係づくりを推進し，調和的な人間関係形成能力を育成する。 



○不登校生徒に対する支援・指導 

・スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，サポート相談員，学習支援員，保護者，教職員との連携に 

よる支援を行う。また，教育相談部会を開催し，支援を要する生徒への具体的な支援体制を確立する。 

○関係機関との連携 

・諸関係機関との連携を図るとともに，小中連携や地域との連携も充実させる。 

 

⑤人権・同和教育の充実 

・毎月１日の「いじめ・いのちを考える日」の取り組みを充実させるとともに，いじめや差別をゆるさない学級・学年づく

りのために，道徳・学活等の実践を交流し全校で同じ取り組みをする。 

・小中連携で人権・同和教育研修会を実施し，教職員の人権意識の高揚と，「昔のこと・よそ事」の学習から「今のこ

と・自分事」の学習として取り組む。 

・ＳＤＧｓの目標４「すべての人々に包括的かつ公平で質の高い教育を・・」に基づき，生徒一人一人の学習を保障す

るため，わかる授業を目指して指導方法を改善する。 

・道徳科の授業では，「性の多様性」について基礎的内容から指導し，多様な性のあり方を肯定的に受け止め，自分

らしく生きていくことに気付かせる。年間計画の中にＬＧＢＴｓの学習を取り組めるように検討する。 

・社会科と担任が連携した部落史学習，部落問題学習の実施等人権･同和教育を実践する。 

・学校行事や生徒会活動で自主的な活動の場づくりを推進し，それぞれの進路に向けて支え合う関係を築けるよう

支援する。 

 

⑥グローバル時代に対応する外国語教育の充実 

・基礎的・基本的な知識・技能とそれらを活用して主体的に課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等

を育成する。 

・小学校と連携し，一貫した英語教育の充実・強化を図る。 

・身近な話題についての理解や簡単な情報交換，表現ができる能力を養う。 

・英語を「聞く」「話す（やり取り）」「話す（発表）」「読む」「書く」の４技能５領域を活用してコミュニケーションを行う言語

活動を実践する。 

・発音・語彙・文法等の間違いを恐れず，積極的に英語を使おうとする態度を育成する。 

・英語を用いてコミュニケーションを図る体験を積む。 

⑦情報教育の充実 

・ICT 利活用を推進し，電子黒板やメディア教材を積極的に活用することで，生徒の学習効果を高める。 

・情報収集やコミュニケーションの道具としての利便性は生かしながら，負の面があることも伝える。 

・スマートフォンやインターネット等の長時間用による生活習慣の乱れや不適切な利用による青少年の犯罪被害， 

さらにプライバシー上の問題等について動画を活用しながら全校で計画的に指導を行う。 

・オンラインを活用することで情報の取扱い方や発信・受信をする。 

・グループで情報機器を利用し，様々な見方や考え方・意見を共有する場を設定する。 

・GIGA スクール構想による 1 人 1 台 PC の導入により，効果的な活用方法に取り組む。 

 

 



（４）各教科等 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 

 

 

 

 

 

 

教 

 

 

 

 

 

科 

 

 

 

 

国語 

 

 

・  社会生活に必要な国語の知識や技能を身につけるとともに，言葉や我が国の言語文化（書写，古

典等）への興味・関心・意欲を高める。 

・ 説明的文章や文学的文章の学習を通して，筋道を立てて考える力や，豊かに想像する力を育てる。 

また，目的に応じて必要な情報を読み取る力をつけさせる。 

・ 感想文や意見文等の学習を通して，表現力や文章推敲力を高める。 

・ スピーチや発表等の活動を通して，言葉を大切にし，思いや考えを伝え合おうとする態度を養う。 

また，自分の思いや考えを広げたり深めたりすることができるようにさせる。 

・ 進んで読書や文章読解に取り組み，語彙を増やすよう努力させる。 

・ 辞書を活用させ，語句・語彙に対する理解を深めさせる。また，文字を丁寧に書く指導を継続する。 

 

 

社会 

 

 

・社会参画の資質や能力の育成に向け，単元を通して「主体的・対話的で深い学び」を実現させる。そ

のために，単元を貫く問いを設定する。 

・単元を通した学びの中で，議論することを設定し，獲得した知識を活用して説明したり，論述したりする

活動を取り入れる。 

・保護者や教師，外部等のラーニングパートナーを活用し，学びを深める。学んだことを広げる，外部へ

発信（学校通信での紹介等）を行う。 

 

 

 

 

数学 

 

 

・新しく学習する概念や原理・法則等は既習の知識と関連付け，より深く理解できるようにす

る。 

・基礎となる計算問題の小テストを定期的に行い，計算力を身につけさせる。 

・問題を見いだしたり，知識及び技能を活用して問題を解決したりする授業を通して「思考力，判断力，

表現力等」の育成を図る。 

・既習事項と学習内容のつながりを意識させる授業を仕組み，「学びに向かう力，人間性等」の育成を

図る。 

・各単元で課題学習を行うことや日々の学習に数学的活動を意識した授業を取り入れ，「主体的・対話

的・深い学び」を実現させる。 

・SDGｓを取り入れた教材を積極的に開発，実践していく。 

 

 

 

理科 

 

 

・実験・観察やその結果の考察を自分の言葉でまとめたり，説明したりすることで科学的な思考力・表現

力の向上を図る。 

・知識や理解力を向上させるため，基礎・基本を重視した学力の向上に努める。 

・ICT 機器を活用し肉眼では確認できない事物・現象を視覚的にとらえ，興味・関心を高める授業展開を

図る。 

・学習した内容を使って，目の前の事物・現象を説明する活動を取り入れる。 

 

 

 

 

音楽 

 

 

・音楽に対する感性を働かせながら，表現及び鑑賞の幅広い活動においては，音や音楽を，音楽を形

づくっている要素とその働きの視点で捉えさせ，生活や社会の情勢を受けて表現するような音楽の意

味や役割に関しては，SDGｓの考え方を含めた幅広い視点で音楽を鑑賞する能力を育てる。 

・音楽活動の楽しさを体験させることを通して，表現や楽曲構成の豊かさや美しさを感じ取らせ，基礎

的・基本的な知識や技法を身に付けさせる。(和楽器の演奏を通し，基礎的な知識や技能の習得を目

指す) 

・日本の伝統音楽や世界の多様な音楽に興味・関心を持たせ，音楽の背景にあるものを意識すること

を通して幅広い視点で音楽を鑑賞する能力を育てる。 

・文化発表会や卒業式等の発表の場を通して，豊かな情操を培い，音楽を愛好する生徒を育てる。 



 

 

美術 

 

 

・興味をもって意欲的に制作に取り組ませ，達成感を味わわせる。 

・材料の特性や，技法の活かし方を理解させ，自分らしい発想や，表現を追求させるとともに豊かな感

性を養う。 

・美術の作品を鑑賞することで，美術に親しみ愛好する気持ちを育む。また，国内外の美術史や，美術

作品を知ることで，旅行地等で，遺跡や美術館を楽しめる素地を育む。 

 

 

保健 

体育 

 

・単元の特色を理解し，「何ができるようになるか」，「どのように学ぶか」，個々にあった運動の学び方を

見つけさせたり，他者と協働する場面を多く設定したりすることで，運動を通して，自ら考え実行すること

ができる姿勢を身につけさせる。 

・自分に合った運動の楽しみ方を見つけ，生涯を通して運動に親しむ資質や能力を育てる。 

・保健分野においては，現代社会の状況を踏まえ，ストレスへの対処法や自然災害の対策，様々な感

染症に対する予防方法等の知識を身につけ，健康的な生活を送る態度を育てる。 

 

 

 

技術 

家庭 

 

≪技術≫ 

・基礎・基本の定着を図るために，題材の工夫や教材の選定を行う。 

・ICT を活用することで生徒の興味・関心を高め，技術の習得に役立てる。 

・グループ活動を通して，自己の考えの整理や深い学びにつながるような授業展開を行う。 

≪家庭≫ 

・実際の生活に生かせる，基礎・基本を確実に身につけられるような題材を工夫する。 

・ＩＣＴ機器を活用し，学習課題の提示を効果的に行うことで生徒の興味・関心を高める授業展開を 

図る。 

 

 

 

外 

国 

語 

・習得語彙数が400～600語程度増加したり，従来は高校で学習していた文法事項が加わったりしてお

り，学習内容が難しくなっている。小テストを定期的に行うことによって，基礎・基本の定着を図る。 

・生徒が英語でコミュニケーションを図る場面を多くするために，できるだけ英語で授業を行い，より多く

の場面で生徒が英語に触れる機会を充実させる。 

・ＡＬＴとのＴＴや日本人同士のTTの授業の充実を図り，生徒の学習意欲を高め，楽しく学べるように指

導の工夫を行う。また，教師対生徒，生徒対生徒が英語でコミュニケーションを図る場面をより多く設定

する。 

・定期的にパフォーマンステストを実施し，「やり取り」する力と「発表」する力の向上を図る。 

・授業内容を振り返るために，家庭学習の方法について指導し，理解力を深める指導を行う。 

 

 

特別

の 

教科 

道徳 

・あらゆる教育活動を通して，「生命尊重」を重視し，互いの価値を認め合う豊かな人間関係を育む。 

・授業参観等に「ふれあい道徳」を実施し，保護者に参観してもらう。 

・自分自身や自分の生活について日々振り返らせ，人としての道徳的実践意欲を養い，正しい社会観

をもたせる。 

・「特別の教科道徳」の年間計画をもとに，全学級で計画的に推進する。指導を充実させる職員研修を

実施する。 

・物事を多面的・多角的に考え，自己の生き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断

力，心情，実践意欲と態度を育てるための手立てを構築する。 

 

 

 

 

・探求的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して，よりよく課題を解決し，主

体的に自己の生き方を考えて行くための資質・能力を育成することを目指す。 

・すべての学年で，SDGｓの視点を入れて取り組む。 



 

 

 

 

総合的な 

 

学習の 

 

時 間 

 

【１年生】 

・防災教育を柱にして，体験活動を通して，防災や命の大切さを考えさせる。 

・集団行動の大切さや学び方や聞く態度，マナー等，学習の基礎となることを身につけさせる。 

【２年生】 

・SDGｓについて知り，生活を営む上で，何ができるか，何が必要であるか，自分にできることは何かを

考えさせ，行動につなげさせる。 

・仕事の特性と自分の特性について考えを深めさせ，将来の職業や生き方について，進路学習との連

携を図り考えさせる。 

【３年生】 

・他の地域と自然や産業，文化等を比較しながら，郷土の良さや課題を認識し，将来の進路目標を明確

にさせるとともに自分の生き方を考えさせる。（佐賀の特産品や有名企業等，特徴をなすものについて

の学習も行う。） 

・修学旅行先での佐賀についての PR 活動を通して，プレゼンテーション力，コミュニケーション力を身に

つけさせる。 

・各教科，道徳及び特別活動で身につけた知識や技能等を生活に生かす機会を作り，将来の自己の生

活での実践力につなげさせる。 

 

 

 

 

 

特別活動 

(学級 

活動等) 

 

○学級活動 

・集団や自己の生活上の課題を解決しようとする態度を育成する。 

・集団活動に対し，自主的，実践的に参加しようとする態度を育成する。 

・ソーシャルスキル学習を取り入れ，合意形成や意思決定ができることをできるようにし，よりよい仲間

づくりを通して差別や偏見のない学校をめざす。 

・キャリア教育と連携し，自分の生き方についての考えを深め，自己実現を図ろうとする態度を育成す

る。 

○生徒会活動 

・自主的，自発的な活動を支援し，学校行事等において生徒の出番を増やし，役割を負わせ，活動後

に承認する等の手法を取り入れる。 

・教科や特別の教科道徳，人権・同和教育との連携を図り，いじめ・いのちを考える日の取り組みを行

う。 

・ボランティア活動等を通して地域社会に貢献する活動を継続し，発展させる。 

 

 

 

ｷｬﾘｱ教育 

 

 

・キャリアプランニングという視点から，生徒自らが自分の進路について真剣に考え，進路選択ができる

ように，日常生活・学校生活の様々な体験も，キャリアプランニングに通じることを指導する。 

・体験的学習（企業体験・職場体験）を年間計画の中に位置づけ，3 年間を見通した進路指導を行う。 

・生徒の職業観・勤労観を育成するとともに，将来への生き方や学び方をつなげていく手立てをとる。 

・仕事の特性と自分の特性について知り，社会人，職業人として自立していくことができるように指導・

助言する。（「キャリアパスポート」の活用） 

・地域と企業，保護者の連携を深め，年齢に応じた職業知識の習得等，キャリア教育の推進を図る。 

 

 

環境教育 

 

 

・「自問清掃」の意義を理解させ，自ら進んで環境美化に努める習慣を身につけさせる。 

・自問清掃検定での自分自身の振り返りと，確実な清掃の仕方を身につけさせる。 

・日頃の生活において，節電や節水，ゴミの分別に取り組み，環境を意識した活動を広める。 

・生徒会の環境委員を中心に「学校版環境ＩＳＯ」活動を活性化し，環境美化の意識を高めさせる。 

・玄関付近に花を置き，緑化運動をする。 



 

 

 

 

読書指導 

 

 

・生徒会活動との連携を図り，図書館利用者数・貸出冊数を増やすとともに，生徒が幅広く読書を楽し

むことができる環境を整える。また，朝読書を継続することにより，読書に親しみ，幅広い知識を主体的

に獲得しようとする態度を育てる。さらに，お互いが読んでいる本の情報を交換し合う等の活動も取り入

れる。 

・司書教諭と司書が連携を密にし，生徒の読書生活を支援する。また，司書による「図書だより」や生徒

会図書委員による活動等で，生徒の読書意欲を喚起する。 

・各教科(特活，総合を含む)における図書室利用を促進し，情報教育との連携を図る。さらに，調べ学

習の資料を事前に少しでも多く準備し，生徒たちの意欲的な学びを支援する。 

・図書室に「SDGs」に関する図書資料のコーナーを設置し，活用するように PR する。 

 

 

食に関す

る教育 

 

・食に関する指導の目標を「生涯にわたって健康で生き生きとした生活を送ることを目指し，生徒一人

一人が正しい食事のあり方や望ましい食習慣を身に付け，食事を通じて自らの健康管理ができるよう

にすること。また，楽しい食事や給食指導を通じて，豊かな心を育成し社会性を涵養すること」とする。 

・「食」は生きる上での基本であるので，朝ご飯をきちんととることやバランスのとれた食事，食事のスピ

ード・量・偏食・姿勢・マナー等を含め，担任と養護教諭との連携により食事の大切さや正しい食生活に

ついて指導する。 

・家庭科の授業で，栄養の改善及び健康の増進を図る調理の工夫を学習する。 

 

 

教育課題

への対応 

 

・生涯にわたり，心身共に健康な生活を送ることができるよう，保健指導や保健だより等を通して，規則

正しい生活習慣を身につけさせる。 

・学校医の協力のもと，生徒，保護者，教職員対象の「なんでも相談」を毎月開設し，心身の健康問題

について，具体的な助言をいただくとともに困ったときに相談できるという安心感をもたせる。 

・各教科において，SDGｓの視点に基づいた，教材開発や授業実践を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 15 18 22 14 4 21 22 20 19 15 18 18

2 18 18 22 14 4 21 22 20 19 15 18 18

3 18 18 22 14 4 21 22 20 19 15 18 9

備考

備
　
　
考

0 0

生徒会活動

学校行事

4

35

1

37 37 38

2 3

126 128 100

148

110

48 38 38

145

147

145

10

様式２

４　学年別授業日数及び授業時間数の配当
（１）年間授業日数配当表

（２）必修教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間等の年間授業時間数配当表

17 8 9 10

学　校　名：佐賀市立川副中学校

206

209

200

12

146

108

38

1063 1077

48 38

特別活動（学級活動）

109

73

111

1102 1119 1116

37

4

38

4

44

41

1068

その他 0

　　　　　　　　　学年
領域

総合的な学習の時間

146

110

総　　計

3 合計
　    月

学年
11 24 5 6

38

国　　語

社　　会

数　　学

理　　科

音　　楽

美　　術

保健体育

総時数

74

112

必
修
教
科

特別の教科道徳

書　　写

146

37

20 20

74技術・家庭

外国語

53 74

112

148



 

 

 

様式３

８：０５
朝の時間

８：２５

立腰
読書8:07～8:17

朝の会

立腰
読書8:07～8:17

朝の会

学年集会
全校集会
生徒集会

立腰
読書8:07～8:17

朝の会

立腰
読書8:07～8:17

朝の会

８：３５
1

９：２５
① ⑦ ⑬ ⑱ ㉔

９：３５
2

１０：２５
② ⑧ ⑭
道徳 ⑲ ㉕

１０：３５
3

１１：２５
③ ⑨ ⑮ ⑳ ㉖

１１：３５
4

１２：２５
④ ⑩
学活 ⑯ ㉑ ㉗

昼食
昼休み
清掃

給食 給食 給食 給食 給食

１４：０５
5

１４：５５
⑤ ⑪ ⑰ ㉒ ㉘
総合

１５：０５
6

１５：５５
⑥ ⑫

１５：００
帰りの会
１５：１５

㉓ ㉙
総合

１６：００
課後

１６：１５
帰りの会 帰りの会

生徒指導協議会
職員会議
校内研修
学年部会

帰りの会 帰りの会

備考

２校時
生徒指導部会
６校時
教育相談部会

１校時
企画委員会

１・２年生は月１回
朝読書の時間に
読み聞かせ

金月

週　　　　時　　　　間　　　　割

　　　曜日
時限

火 水 木



 

1 木
春季休業始

土 火
いじめ・いのちを考える日

木
いじめ・いのちを考える日

日 水
いじめ・いのちを考える日

2 金 日 水 金 月
いじめ・いのちを考える日

木

3 土 月 憲法記念日 木 土 市中体連 火 金

4 日 火 みどりの日 金 日 市中体連 水
小学生体験授

業 土 土曜授業

5 月 春季休業終 水 こどもの日 土 月 木
佐同教研究大会

（全体会）
日

6 火
いじめ・いのちを考える日

1学期始業式 木
いじめ・いのちを考える日

日 火 金
全校登校日（平和

集会等）
月

7 水
定期健康診断

（２，３） 金 月 水 土 火

8 木 土 火 木 日 山の日 水

9 金 中学校入学式 日 水 金 月 振替休日 木

10 土 月 木 土 市中体連 火 金

11 日 火 金 日 市中体連(予) 水 土

12 月
定期健康診断

（１） 水 土 月 木 日

13 火 小学校入学式 木 日 ﾌﾘｰ参観 火 金 月

14 水 金 佐同教総会PM 月
振替休業日

水 土 火

15 木 土 火 木 日
県一斉部活動

休養日 水
前期期末テス

ト

16 金 日
県一斉部活動

休養日 水 金 月 木
前期期末テス
ト

17 土 月 木
前期中間テスト

土 火 金
前期期末テス
ト

18 日
県一斉部活動

休養日 火 金
前期中間テスト

避難訓練 日
県一斉部活動

休養日 水 九同教夏期

講座
土

19 月 水
佐賀市教科等

部会 土
市人権総合学

習交流会 月 木
九同教夏期

講座
日

県一斉部活動

休養日

20 火 木 日
県一斉部活動

休養日 火 1学期終業式 金 月 敬老の日

21 水 金 月 水 土 火

22 木 土 火 木 海の日 日 水

23 金 日 体育大会 水 金 ｽﾎﾟｰﾂの日 月 木 秋分の日

24 土
人権総合学習

開講式（未定） 月
振替休業日

木 土 県中体連 火 SAGAテスト 金

25 日 火 金 日 県中体連 水 SAGAテスト 土

26 月 水 土 月 県中体連 木
佐賀市人権・同和

教育夏期講座PM 日

27 火 木 日 火
市校長・副校長・統括

研修会(人権・同和教

育)
金 月

28 水 金 市同教総会 月 水 土 火

29 木 昭和の日 土 火 木 日 水

30 金 日 水 金
市教頭・事務長研修(人

権・同和教育) 月 夏季休業終 木

31 月 土 火 2学期始業式

様式４
学　校　名：佐賀市立川副中学校

５　令和３年度学校行事
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月



 
※ 行事は、変更になる場合があります。最新の学校便りなどでその都度お知らせいたします。ご

了承ください。 

1 金
いじめ・いのちを考える日

月
いじめ・いのちを考える日

ﾉｰﾃﾚﾋﾞﾉｰｹﾞｰﾑﾃﾞｰ 水
いじめ・いのちを考える日

土 元日 火
いじめ・いのちを考える日

火
いじめ・いのちを考える日

2 土 土曜授業 火 木 日 水 水

3 日 水 文化の日 金 月 木 木

4 月 木 土 土曜授業 火 金 金

5 火 金 日 水 土 土

6 水
修学旅行(3)バ

ス研修(1,2) 土 月 木
市人権・同和教育研究

大会プレ研修 日 日

7 木
修学旅行(3)

日 火 金 冬季休業終 月 月

8 金
修学旅行(3)

月 水 土 火 火

9 土
市中体連

新人戦１ 火 木 日 水 水

10 日
市中体連

新人戦２ 水 金 月 成人の日 木 木

11 月 木
公開授業研究

会 土 火
3学期始業式
いじめ・いのちを考える日 金 建国記念の日 金 中学校卒業式

12 火 SAGAテスト 金 日 水 土 土

13 水 SAGAテスト 土 月 木 日 日

14 木 日 火 金 月 月

15 金 月 水 土 火 火

16 土
市中体連

新人戦予備日 火
佐賀市小学校

連合音楽会 木 日
県一斉部活動

休養日 水 水

17 日
県一斉部活動

休養日 水
後期中間テス

ト(3) 金 月 木 木

18 月 木
後期中間テス

ト 土 火
佐同教実践交

流会 金 金
小学校卒業式

(未定)

19 火
佐同教研究大会

（分科会） 金
後期中間テスト　避難

訓練佐同教実践交流

会
日

県一斉部活動

休養日 水 土
人権総合学習

閉講式 土

20 水 土 月 木 日
県一斉部活動

休養日 日
県一斉部活動休

養日

21 木 日
県一斉部活動

休養日 火 金 月 月 春分の日

22 金 月 水 土 火 火

23 土 火 勤労感謝の日 木 日 水 天皇誕生日 水

24 日
人権保育研究

集会 水 金 2学期終業式 月 木 木 修了式

25 月 木 土 冬季休業始 火
市同教研究大

会PM 金 金 学年末休業始

26 火 金 日 水 土 土

27 水 土 月 木 日 日

28 木 日 火 金 月 月

29 金
文化発表会

月 水 年末休業 土 火

30 土 火 木 年末休業 日 水

31 日 金 年末休業 月 木 学年末休業終

様式４
学　校　名：佐賀市立川副中学校

(令和3年4月1日現在)
３月１０月 １１月 １２月 １月 ２月


